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総務・政策・企業常任委員会 

 

◎ 開催日時  平成 29 年 12 月 14 日（木） 10 時 01 分～11 時 43 分 

 

◎ 開催場所  第一委員会室 

 

◎ 説 明 員  総務部長および関係職員 

 

◎ 議事の概要 

 

【総務部所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第 140 号  平成 29 年度滋賀県一般会計補正予算（第８号）のうち総務部所管部分 

について 

   ［結果］  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（２）議第 124 号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

  

（３）議第 125 号 滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（４）議第 145 号 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（５）議第 146 号 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（６）議第 147 号 滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例案 

   ［結果］  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（７）議第 136 号  公立大学法人滋賀県立大学定款の変更につき議決を求めることについ 

  て 

委員からは、業務監査を行う場合に当たっては、費用対効果も含めて、仮に課 

題があれば、指導、監督する必要があることから、本定款の監事の職務および権

限の規定として、調査という文言だけでは不十分ではないか、などの意見が出され

た。 

   ［結果］  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  
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（８）議第 137 号  平成 30 年度において発売する当せん金付証票の発売総額につき議決を 

求めることについて 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

２ 所管事項調査 

（１）統一的な基準による財務書類（平成28年度決算）について 

 

３ 一般所管事項調査 

 

４ 意見書（案） 

 「参議院議員選挙制度改革に関する意見書（案）」については、総務・政策・企業

常任委員会として提出することは見送られ、各会派で判断することとなった。 

 

  

 委員会で配付された資料  

１ 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例案（議第 146 号）、滋賀

県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案（議第 145 号）、滋賀

県職員退職手当条例等の一部を改正する条例案（議第 147 号） 

２ 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案要綱 

３ 滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例案要綱 

４ 公立大学法人滋賀県立大学定款の変更について 

５ 平成 30年度において発売する当せん金付証票の発売総額につき議決を求めることに

ついて 

６ 統一的な基準による財務書類（平成 28 年度決算）について 

７ 一般会計等貸借対照表（平成 29 年３月 31 日現在） 

 


